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介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
の

確
保
・
改
善
の
ポ
イ
ン
ト

介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
の

確
保
・
改
善
の
ポ
イ
ン
ト

厚
生
労
働
省
 
都
道
府
県
労
働
局
 
労
働
基
準
監
督
署
 

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
い
う
「
介
護
労
働
者
」
と
は
、
専
ら
介
護
関
係
業
務
に
従
事
す
る
す
べ
て
の

労
働
者
を
指
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
老
人
福
祉
・
介
護
事
業
の
ほ
か
、
そ
れ
以
外
の
障
害
者
福
祉
事
業
、

児
童
福
祉
事
業
等
に
お
い
て
介
護
関
係
業
務
に
従
事
す
る
者
も
含
み
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
介
護
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
に
お
か
れ
て
は
、
介
護
労
働
者
以
外
の
労
働
者
に
 

つ
き
ま
し
て
も
、
同
様
に
労
働
条
件
の
確
保
・
改
善
を
図
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
   
 

　
平
成
1
2
年
の
介
護
保
険
法
の
施
行
以
来
、

介
護
関
係
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
や
、
こ
れ

ら
介
護
労
働
者
を
使
用
す
る
社
会
福
祉
施
設
は

い
ず
れ
も
大
幅
に
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ら
の
事
業
場
の
中
に
は
、
事
業
開
始
後
間
も
な

い
た
め
、
労
働
基
準
関
係
法
令
や
雇
用
管
理
に

関
す
る
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
も
の
も

み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
の
確
保
・
改
善
に
関
す
る
主
要
な
ポ
イ

ン
ト
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
も
の
で
す
。

　
介
護
労
働
者
を
使
用
さ
れ
る
事
業
者
の
方
々
を
始
め
と
し
て
介
護
事
業
に
携
わ
る
皆
様
に

は
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
活
用
い
た
だ
き
、
介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
の
確
保
・
改
善
に

取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

は
じ
め
に
 

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
対
象
 

2

Po
in
t 
1
労
働
条
件
は
書
面
で
明
示
し
ま
し
ょ
う
 

�　
労
働
基
準
法
第
15
条

Po
in
t 
2
契
約
の
更
新
に
関
す
る
事
項
も
明
示
し
ま
し
ょ
う �　
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
5条

・
　
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
時
に
は
、賃
金
、労
働
時
間
等
の
労
働
条
件
を
書
面
の
交
付
に
よ
り

　
明
示
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

○
 
明
示
す
べ
き
労
働
条
件
の
内
容
 

○
　
労
働
日
（
労
働
す
べ
き
日
）
や
始
業
･終
業
時
刻
な
ど
下
記
①
～
③
が
月
ご
と
等
の
勤
務
表
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
場
合
の
明
示
方
法

書
面
で
明
示
す
べ
き
労
働
条
件
の
内
容

勤
務
表
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
労
働
条
件

①
 
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
 

②
 
労
働
日
並
び
に
そ
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

③
 
休
憩
時
間
  

1）
  
勤
務
の
種
類
ご
と
の
①
～
③
に
関
す
る
考
え
方

2）
  
適
用
さ
れ
る
就
業
規
則
上
の
関
係
条
項
名

3）
  
契
約
締
結
時
の
勤
務
表

に
つ
い
て
、書
面
の
交
付
に
よ
り
明
示
し
ま
し
ょ
う

そ
の
他
明
示
す
べ
き
労
働
条
件
の
内
容

（
１
）
  労
働
条
件
の
明
示
に
つ
い
て
 

Ⅰ
 
介
護
労
働
者
全
体（
訪
問
・
施
設
）に
共
通
す
る
事
項
 

・
労
働
契
約
の
期
間（
期
間
の
定
め
の
有
無
、定
め
が
あ
る
場
合
は
そ
の
期
間
）

・
更
新
の
基
準（
Po
in
t 
２
 参
照
）

・
就
業
の
場
所
・
従
事
す
る
業
務
の
内
容

・
労
働
時
間
に
関
す
る
事
項（
始
業
・
終
業
時
刻
、時
間
外
労
働
の
有
無
、休

憩
、休
日
、休
暇
等
）

・
賃
金
の
決
定
・
計
算
・
支
払
の
方
法
、賃
金
の
締
切
・
支
払
の
時
期
に
関

す
る
事
項
 

・
退
職
に
関
す
る
事
項
 （
解
雇
の
事
由
を
含
む
）

・
昇
給
に
関
す
る
事
項

・
退
職
手
当
、臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、賞
与
、労
働
者
に
負

担
さ
せ
る
食
費
・
作
業
用
品
、安
全
衛
生
、職
業
訓
練
、災
害

補
償
、表
彰
・
制
裁
、休
職
等
に
関
す
る
事
項
･･
･こ
れ
ら
に

つ
い
て
定
め
た
場
合

・
　
6
か
月
契
約
、１
年
契
約
な
ど
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約（
有
期
労
働
契
約
）を
結
ぶ
場
合
に
は
、契
約
更
新
の
都
度
、労

働
条
件
の
明
示（
書
面
の
交
付
）が
必
要
で
す
。

・
　
上
記
以
外
の
場
面
に
お
い
て
も
、
労
働
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
書
面
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。（
労
働
契
約
法

第
４
条
第
2
項
） 

・
　
労
働
者
と
有
期
労
働
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、「
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
の
基
準
」
に

つ
い
て
も
書
面
の
交
付
に
よ
っ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
平
成
25
年
4
月
か
ら
）。

(1
)更
新
の
有
無
の
明
示

（
具
体
的
な
例
）
・
自
動
的
に
更
新
す
る

　
　
　
　
　
　
　
・
更
新
す
る
場
合
が
あ
り
得
る

　
　
　
　
　
　
　
・
契
約
の
更
新
は
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
な
ど

(2
)更
新
の
基
準
の
明
示

（
具
体
的
な
例
）
・
契
約
期
間
満
了
時
の
業
務
量
に
よ
り
判
断
す
る
　
・
労
働
者
の
能
力
に
よ
り
判
断
す
る

　
　
　
　
　
　
　
・
労
働
者
の
勤
務
成
績
、
態
度
に
よ
り
判
断
す
る
　
・
会
社
の
経
営
状
況
に
よ
り
判
断
す
る

　
　
　
　
　
　
　
・
従
事
し
て
い
る
業
務
の
進
捗
状
況
に
よ
り
判
断
す
る

　
　
　
　
　
　
　
な
ど

※
　
有
期
労
働
契
約
の
更
新
を
し
な
い
こ
と
が
明
か
な
場
合
は
、
更
新
の
基
準
の
明
示
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

有
期
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
３
つ
の
ル
ー
ル
が
で
き
ま
し
た
（
①
・
③
は
H
25
.4
.1
か
ら
施
行
）。
（
労
働
契
約
法
）

①
　
無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換
：
有
期
労
働
契
約
が
繰
り
返
し
更
新
さ
れ
て
通
算
５
年
を
超
え
た
と
き
は
、
労
働
者
の
申
込
み
に
よ
り
、
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約
（
無
期
労
働
契
約
）
に
転
換
で
き
ま
す
。

②
　「
雇
止
め
法
理
」
の
法
定
化
：
一
定
の
場
合
に
は
、
使
用
者
に
よ
る
雇
止
め
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
に
な
る
最
高
裁
で
確
立
し
た
判
例
上
の
ル
ー
ル
が

法
律
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
（
H
24
.8
.1
0
か
ら
施
行
）。

③
　
不
合
理
な
労
働
条
件
の
禁
止
：
有
期
契
約
労
働
者
と
無
期
契
約
労
働
者
と
の
間
で
、
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
合
理
に
労
働
条
件
を
相
違

さ
せ
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。  
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3

Po
in
t 
1

Po
in
t 
2

Po
in
t 
3

就
業
規
則
を
作
成
し
、
届
け
出
ま
し
ょ
う

�
　労
働
基
準
法
第
89
条

適
正
な
内
容
の
就
業
規
則
を
作
成
し
ま
し
ょ
う

�
　労
働
基
準
法
第
92
条

就
業
規
則
を
労
働
者
に
周
知
し
ま
し
ょ
う

�
　労
働
基
準
法
第
10
6条

○
 
就
業
規
則
に
規
定
す
べ
き
事
項
 

○
　
使
用
者
が
、
就
業
規
則
の
変
更
に
よ
っ
て
労
働
条
件
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
次
の
こ
と
が
必
要
で
す
。
（
労
働
契
約
法
第
10
条
）

必
ず
規
定
す
べ
き
事
項
 

定
め
た
場
合
に
規
定
す
べ
き
事
項
 

○
 
全
労
働
者
に
共
通
の
就
業
規
則
を
作
成
す
る

○
 
正
社
員
用
の
就
業
規
則
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
用
の
就
業
規
則
を
作
成
す
る

な
ど
に
よ
り
、
全
て
の
労
働
者
に
つ
い
て
の
就
業
規
則
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

就
業
規
則
は
、非
正
規
労
働
者
も
含
め
、事
業
場
で
働
く
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
２
）
  就
業
規
則
に
つ
い
て

・
　
常
時
10
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
使
用
者
は
、
就
業
規
則
を
作
成
し
、
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

・
　
ま
た
、就
業
規
則
を
変
更
し
た
場
合
に
も
、労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

・
　「
10
人
以
上
の
労
働
者
」に
は
、介
護
労
働
者
は
も
ち
ろ
ん
、次
の
労
働
者
の
方
も
含
ま
れ
ま
す
。

○
 
事
務
職
員
、管
理
栄
養
士
等
、介
護
労
働
者
以
外
の
労
働
者

○
 
短
時
間
労
働
者
、有
期
契
約
労
働
者
等
の
い
わ
ゆ
る
非
正
規
労
働
者

・
労
働
時
間
に
関
す
る
事
項（
始
業
・
終
業
時
刻
、休
憩
、休
日
、休
暇
等
）

・
賃
金
の
決
定
・
計
算
・
支
払
の
方
法
、賃
金
の
締
切
・
支
払
の
時
期
、昇
給

に
関
す
る
事
項

・
退
職
に
関
す
る
事
項
 （
解
雇
の
事
由
を
含
む
） 
 

・
退
職
手
当
、
臨
時
の
賃
金
等
、
労
働
者
に
負
担
さ

せ
る
食
費
・
作
業
用
品
、安
全
衛
生
、職
業
訓
練
、

災
害
補
償
、表
彰
・
制
裁
等
に
関
す
る
事
項
 

・
　
就
業
規
則
の
内
容
は
、法
令
等
に
反
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

・
　
ま
た
、
就
業
規
則
を
作
成
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
内
容
が
実
際
の
就
労
実
態
と
合
致
し
て
い
な
い
例
が
み
ら
れ
ま
す
。こ
の

よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
は
、
労
働
条
件
が
不
明
確
に
な
り
、
労
働
条
件
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
も
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。労

働
者
の
就
労
実
態
に
即
し
た
内
容
の
就
業
規
則
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

①
 
そ
の
変
更
が
、
次
の
事
情
な
ど
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
あ
る
こ
と
。

労
働
者
の
受
け
る
不
利
益
の
程
度
、
労
働
条
件
の
変
更
の
必
要
性
、
変
更
後
の
就
業
規
則
の
内
容
の
相
当
性
、
労
働
組
合

等
と
の
交
渉
の
状
況

②
 
労
働
者
に
変
更
後
の
就
業
規
則
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

・
　
作
成
し
た
就
業
規
則
は
、以
下
の
方
法
に
よ
り
労
働
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
　
常
時
事
業
場
内
の
各
作
業
場
ご
と
に
掲
示
し
、又
は
備
え
付
け
る
こ
と

○
　
書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と

○
　
電
子
的
デ
ー
タ
と
し
て
記
録
し
、か
つ
、各
作
業
場
に
労
働
者
が
そ
の
記
録
の
内
容
を
常
時

確
認
で
き
る
パ
ソ
コ
ン
等
の
機
器
を
設
置
す
る
こ
と

・
　
労
働
者
か
ら
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
就
業
規
則
を
見
せ
る
な
ど
、就
業
規
則
を
労
働
者
が
必
要

な
と
き
に
容
易
に
確
認
で
き
な
い
方
法
で
は
、「
周
知
」に
な
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

4

Po
in
t 
1
労
働
時
間
の
適
正
な
取
扱
い
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う

�
　労
働
基
準
法
第
32
条
な
ど

Po
in
t 
2
労
働
時
間
を
適
正
に
把
握
し
ま
し
ょ
う

 �
　労
働
基
準
法
第
32
条
、
労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
準

「
労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
準
」

（
平
成
13
年
4
月
6日
付
け
基
発
第
33
9
号
）
の
主
な
内
容

・
　
使
用
者
は
、
労
働
時
間
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
、
労
働
者
の
労
働
日
ご
と
の
始
業
・
終
業
時
刻
を
確
認
し
、
こ
れ
を
記
録
す
る
こ
と

・
　
始
業
・
終
業
時
刻
の
確
認
・
記
録
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て

①
 使
用
者
が
、
自
ら
現
認
し
て
、

②
 タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
の
客
観
的
な
記
録
を
基
礎
と
し
て
、

確
認
・
記
録
す
る
こ
と

・
　
自
己
申
告
制
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
は
、

①
 適
正
な
自
己
申
告
等
に
つ
い
て
労
働
者
に
十
分
説
明
す
る
、

②
 自
己
申
告
と
実
際
の
労
働
時
間
と
が
合
致
し
て
い
る
か
必
要
に
応
じ
て
実
態
調
査
を
実
施
す
る
、

等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
　
等

（
３
）
  労
働
時
間
に
つ
い
て

P
o
in
t 
1に
よ
り
労
働
時
間
の
判
断
を
適
正
に
行
い
、 

P
o
in
t 
2に
よ
り
こ
れ
ら
を
適
正
に
把
握
し
て
く
だ
さ
い
 

・
　
労
働
時
間
と
は
、
使
用
者
の
指
揮
監
督
の
下
に
あ
る
時
間
を
い
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
時
間
に
限
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
　
特
に
、
次
の
よ
う
な
時
間
に
つ
い
て
、
労
働
時
間
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
な
い
例
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
労
働
時
間
と
し

て
適
正
に
把
握
、
管
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
　
交
替
制
勤
務
に
お
け
る
引
継
ぎ
時
間

○
　
業
務
報
告
書
等
の
作
成
時
間

○
　
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
打
ち
合
わ
せ
、

会
議
等
の
時
間

○
　
使
用
者
の
指
揮
命
令
に
基
づ
く
施
設
行
事
等
の

時
間
と
そ
の
準
備
時
間

○
　
研
修
時
間

 
研
修
時
間
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
の
明
示
的
な
指
示
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
る
場
合
は
、
労
働
時
間
に
該
当
し
ま
す
。

　
ま
た
、
使
用
者
の
明
示
的
な
指
示
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

研
修
を
受
講
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
就
業
規
則
上
の
制
裁
等
の
不

利
益
な
取
扱
い
が
あ
る
と
き
や
、
研
修
内
容
と
業
務
と
の
関
連
性

が
強
く
、
そ
れ
に
参
加
し
な
い
こ
と
に
よ
り
本
人
の
業
務
に
具
体

的
に
支
障
が
生
ず
る
な
ど
実
質
的
に
使
用
者
か
ら
出
席
の
強
制
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
な
ど
は
、
労
働
時
間
に
該
当
し
ま
す
。

※
　
訪
問
介
護
労
働
者
特
有

の
移
動
時
間
等
に
つ
い
て

は
、
Ⅱ
Po
in
t 
3 
参
照

・
「
労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
準
」
に
基
づ
き
、
適
正
に
労
働
時
間
を
把

握
し
て
く
だ
さ
い
。
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5

Po
in
t 
4
３
６
協
定
を
締
結
・
届
出
し
ま
し
ょ
う

�　
労
働
基
準
法
第
36
条

Po
in
t 
3
変
形
労
働
時
間
制
等
は
正
し
く
運
用
し
ま
し
ょ
う

�　
労
働
基
準
法
第
32
条
の
2、
第
32
条
の
4 
ほ
か

Po
in
t 
5
時
間
外
労
働
等
は
、３
６
協
定
の
範
囲
内
に
し
ま
し
ょ
う

�　
労
働
基
準
法
第
32
条
、
第
36
条

・
 
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、P
oi
nt
4
で
締
結
し
た
36
協
定
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
 
1年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
※
１
を
採
用
す
る
場
合
に
は
 

 
→
 
毎
年
※
２
、労
使
協
定
を
適
切
に
締
結
し
、労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、就
業
規
則
等
に
よ
り
、適
切
に
枠
組
み
を
定
め
ま
し
ょ
う
。

※
１
 
１
年
以
内
の
期
間
を
平
均
し
て
週
40
時
間
を
達
成
す
る
方
法
で
す
。

※
２
 
対
象
期
間
ご
と
に
労
使
協
定
の
締
結
、届
出
が
必
要
で
す
。

○
 
1か
月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
※
1を
採
用
す
る
場
合
に
は

 
→
 
労
使
協
定
、就
業
規
則
等
に
よ
り
※
2、
適
切
に
枠
組
み
を
定
め
ま
し
ょ
う
。

各
日
ご
と
の
勤
務
割
は
、変
形
期
間
の
開
始
前
ま
で
に
具
体
的
に
特
定
し
て
く
だ
さ
い
。

※
1 
１
か
月
以
内
の
期
間
を
平
均
し
て
週
40
時
間
を
達
成
す
る
方
法
で
す
。

※
2　
こ
の
労
使
協
定
は
届
出
が
必
要
で
す
。

・
　
そ
の
他
の
労
働
時
間
制
度
を
採
用
す
る
場
合
に
も
、法
定
の
要
件
に
基
づ
き
正
し
く
運
用
し
て
く
だ
さ
い
。

・
　
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
に
関
す
る
労
使
協
定（
36
協
定
）を
締
結
し
、

労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
 
労
使
は
、3
6
協
定
の
内
容
が
、限
度
基
準
に
適
合
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 
 

時
間
外
労
働
の
限
度
に
関
す
る
基
準
（
限
度
基
準
：
平
成
10
年
労
働
省
告
示
第
15
4
号
）
の
主
な
内
容
 

○
 
業
務
区
分
の
細
分
化

○
 
一
定
期
間
の
区
分

「
１
日
」
の
ほ
か
、
「
１
日
を
超
え
３
か
月
以
内
の
期
間
」
と
「
１
年
間
」
に
つ
い
て
協
定
し
て
く
だ
さ
い
。

○
 
延
長
時
間
の
限
度
（
限
度
時
間
）

 
 
一
般
の
労
働
者
の
場
合
1か
月
45
時
間
、
1年
間
36
0時
間
等
の
限
度
時
間
が
あ
り
ま
す
。

○
 
特
別
条
項

○
 
適
用
除
外

 
延
長
時
間
の
限
度

（
限
度
時
間
）

①
一
般
の
労
働
者
の
場
合

１
週
間
 
  1
5時
間

１
か
月
 
  4
5時
間

１
年
間
 
36
0時
間
 
等

②
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間

制
※
の
対
象
者
の
場
合

１
週
間
 
  1
4時
間

１
か
月
 
  4
2時
間

１
年
間
 
32
0時
間
 
等

※
 
対
象
期
間
３
か
月
超
  

　
容
易
に
臨
時
の
業
務
な
ど
を
予
想
し
て
対
象
業
務
を
拡
大
し
な
い
よ
う
、
業
務
の
区
分
を
細
分

化
す
る
こ
と
に
よ
り
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
業
務
の
範
囲
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て
時
間
外
労
働
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
特
別
の
事
情
」
が

予
想
さ
れ
る
場
合
、
特
別
条
項
付
き
協
定
を
結
べ
ば
限
度
時
間
を
超
え
る
時
間
を
延
長
時
間
と
す
る

こ
と
 が
で
き
ま
す
が
、
こ
の
「
特
別
の
事
情
」
は
、
臨
時
的
な
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
限
度
時
間
を
超
え
て
働
か
せ
る
場
合
、
法
定
割
増
賃
金
率
（
25
%
）
を
超
え
る
率
と
す

る
よ
う
に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
工
作
物
の
建
設
等
の
事
業
、
自
動
車
の
運
転
の
業
務
等
、
一
部
の
事
業
又
は
業
務
に
は
上
記
の

限
度
時
間
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
　
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
労
使
は
、
こ
の
こ
と
を
十
分
意
識
し
た

上
で
3
6
協
定
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

6

Po
in
t 
1
休
憩
は
確
実
に
取
得
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

�　
労
働
基
準
法
第
34
条

Po
in
t 
2
夜
間
勤
務
者
等
の
法
定
休
日
を
確
保
し
ま
し
ょ
う

 �　
労
働
基
準
法
第
35
条

・
　
使
用
者
は
、
労
働
者
に
対
し
て
、
毎
週
少
な
く
と
も
1回
の
休
日
を
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
4週
間
を
通
じ
4日
の
休
日
を
与
え
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
）

・
　
こ
の
「
休
日
」
と
は
、
単
に
連
続
24
時
間
の
休
業
を
指
す
の
で
は
な
く
、

原
則
と
し
て
暦
日
（
午
前
0時
か
ら
午
後
12
時
ま
で
）
の
休
業
を
い
い
ま
す
。

・
　
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
夜
勤
明
け
」
の
日
は
、
法
定
休
日
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
の
シ
フ
ト
は
、月
28
日
に
対
し
て
ど
ち
ら
も
20
日
出
勤
で
あ
り
、週
40
時
間
は
ク
リ
ア
し
て
い
ま
す
が
･･
･

→
 
Ａ
さ
ん
の
シ
フ
ト
は
、法
定
休
日
も
４
週
に
４
日
以
上
あ
り
、労
働
基
準
法
上
の
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

→
 
Ｂ
さ
ん
の
シ
フ
ト
は
、法
定
休
日
と
評
価
で
き
る
日
が
４
週
に
２
日
し
か
な
く
、法
定
の
日
数
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。

　
　
→
 
Ｂ
さ
ん
の
シ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、改
善
が
必
要
で
す
。

●
 
シ
フ
ト
表
の
例
と
法
定
休
日
の
考
え
方

赤
色
の
日
に
つ
い
て
は
、
午
前
7時
ま
で
勤
務
し
て

い
る
た
め
暦
日
と
し
て
の
休
業
が
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「
法
定
休
日
」
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

（
４
）
  休
憩
・
休
日
に
つ
い
て

 
 例
）
早
出
 6
:0
0～
15
:0
0 
遅
出
 1
4:
00
～
23
:0
0 
夜
勤
 2
2:
00
～
翌
 7
:0
0（
休
憩
各
１
時
間
）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

氏
　
名

A
さ
ん

B
さ
ん

早
早
早
早
　
　
遅
遅
遅
遅
　
　
夜
夜
夜
夜
　
　
早
早
早
早
　
　
遅
遅
遅
遅

早
遅
夜
　
早
遅
夜
　
早
遅
夜
　
　
早
遅
夜
　
早
遅
夜
　
早
遅
夜
　
　
早
遅

・
　
労
働
時
間
が
6時
間
を
超
え
る
場
合
に
は
少
な
く
と
も
45
分
、
8時
間
を
超
え
る
場
合
に
は
少
な
く
と
も
1時
間
の
休
憩

が
、
労
働
時
間
の
途
中
に
必
要
で
す
。

・
　
休
憩
は
、
労
働
者
の
自
由
に
利
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
　
特
に
、
次
の
よ
う
な
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
夜
間
時
間
帯
や
利
用
者
の
食
事
時
間
帯
に
お
い
て
も
、
休
憩
が
確
実

に
取
得
で
き
る
よ
う
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

○
　
代
替
要
員
の
不
足
等
か
ら
夜
勤
時
間
帯
の
休
憩
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
例

○
　
正
午
～
午
後
1時
な
ど
の
所
定
の
休
憩
時
間
に
利
用
者
の
食
事
介
助
等
を
行
う
必
要
が
生
じ
、
休
憩
が
確
保
さ
れ
て

い
な
い
例

青
色
の
日
に
つ
い
て
は
、
暦
日
（
午
前
0時
か
ら
 

午
後
12
時
ま
で
）
と
し
て
の
休
業
が
確
保
さ
れ
、

「
法
定
休
日
」
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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7

Po
in
t 
1
労
働
時
間
に
応
じ
た
賃
金
を
、
適
正
に
支
払
い
ま
し
ょ
う

�　
労
働
基
準
法
第
24
条

Po
in
t 
2
時
間
外
・
深
夜
割
増
賃
金
を
支
払
い
ま
し
ょ
う

�　
労
働
基
準
法
第
37
条

Po
in
t 
3
最
低
賃
金
以
上
の
賃
金
を
支
払
い
ま
し
ょ
う

�　
最
低
賃
金
法
第
4条

○
 
賃
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
労
働
時
間

介
護
サ
ー
ビ
ス
に

直
接
従
事
す
る
時
間

介
護
労
働
者
の
労
働
時
間

（
５
）
  賃
金
に
つ
い
て

○
 
支
払
う
賃
金
と
最
低
賃
金
額
と
の
比
較
方
法
 

時
間
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
た
賃
金

 （
時
間
給
）
  

日
、
週
、
月
等
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ

た
賃
金
 

当
該
期
間
に
お
け
る

所
定
労
働
時
間
数

（
日
、
週
、
月
に
よ
っ
て
所
定
労
働
時

間
数
が
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
1週
間
、
4週
間
、
1年
間
の
平

均
所
定
労
働
時
間
数
）

最
低
賃
金
額

（
時
間
額
）
 

こ
の
労
働
時
間
に
応
じ
賃
金
を
算
定

・
　
賃
金
は
、い
か
な
る
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
　
労
働
時
間
に
応
じ
た
賃
金
の
算
定
を
行
う
場
合（
時
給
制
な
ど
の
場
合
）に
は
、交
替
制
勤
務
に
お
け
る
引
継
ぎ
時
間
、業
務
報

告
書
の
作
成
時
間
等
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
直
接
従
事
し
た
時
間
以
外
の
労
働
時
間
も
通
算
し
た
時
間
数
に
応
じ
た
算
定
を
し
て

く
だ
さ
い
。※
（
３
）P
oi
nt
 1
、Ⅱ
Po
in
t 
3 
参
照

（
3）
P
oi
nt
1の
引
継
ぎ
時
間
、
業
務
報
告
書
等
の

作
成
時
間
、
会
議
等
の
時
間
、
研
修
時
間
等
、
Ⅱ

P
oi
nt
3の
移
動
時
間
、
待
機
時
間
等
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
直
接
従
事
し
た
時
間
以
外
の
労
働
時
間

・
　
ま
た
、使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
労
働
者
を
休
業
さ
せ
た
場
合
に
は
、休
業
手
当
を
適
正
に
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 
 
※
Ⅱ
Po
in
t 
2 
参
照
 

・
　
賃
金
は
、地
域
別
最
低
賃
金
以
上
の
金
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
　
地
域
別
最
低
賃
金
は
、産
業
や
職
種
に
か
か
わ
り
な
く
、都
道
府
県
内
の
す
べ
て
の
労
働
者
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
最
低
賃

金
と
し
て
、各
都
道
府
県
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
　
時
間
外
労
働
に
対
し
て
は
、
25
％
以
上
（
※
）
の
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※
　
１
か
月
に
60
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
率
は
50
％
以
上
で
す
（
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
猶
予
さ
れ
て
い
ま
す
。
）
。

・
　
深
夜
業（
午
後
10
時
か
ら
午
前
5
時
ま
で
の
労
働
）に
対
し
て
は
、
25
％
以
上
の
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

・
　
休
日
労
働
に
対
し
て
は
、3
5％
以
上
の
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

8

Po
in
t 
1
非
正
規
労
働
者
に
も
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
し
ま
し
ょう

�
　労
働
基
準
法
第
39
条

・
 
所
定
労
働
日
数
が
少
な
い
労
働
者
に
対
し
て
も
、所
定
労
働
日
数
に
応
じ
た
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
 
労
使
協
定
に
よ
り
、年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
、5
日
の
範
囲
内
で
時
間
を
単
位
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
 
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
の
要
件

○
 
予
定
さ
れ
て
い
る
今
後
１
年
間
の
所
定
労
働
日
数
を
算
出
し
難
い
場
合
の
取
扱
い

○
 
年
次
有
給
休
暇
の
日
数

（
６
）
  年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て 6か
月
経
過

雇
入
日

6か
月
継
続
勤
務

と
判
断
さ
れ
る
場
合
 

※
年
次
有
給
休
暇

の
付
与

週
所
定

労
働
時
間

週
所
定

労
働
日
数

１
年
間
の
所
定

労
働
日
数
 ※

30
時
間

以
上

30
時
間

未
満

5日
以
上

4日 3日 2日 1日

21
7日
以
上

16
9日
か
ら

21
6日
ま
で

12
1日
か
ら

16
8日
ま
で

73
日
か
ら

12
0日
ま
で

48
日
か
ら

72
日
ま
で

6か
月

1年 6か
月

雇
入
日
か
ら
起
算
し
た
継
続
勤
務
期
間
ご
と
の
年
次
有
給
休
暇
日
数

2年 6か
月

3年 6か
月

4年 6か
月

5年 6か
月

6年
6か
月

以
上

10
日

7日 5日 3日 1日

11
日

8日 6日 4日 2日

12
日

9日 6日 4日 2日

14
日

10
日

8日 5日 2日

16
日

12
日

9日 6日 3日

18
日

13
日

10
日

6日 3日

20
日

15
日

11
日

7日 3日

※
 
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
労
働
日
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
 

全
労
働
日
の

8割
以
上
出
勤

・
 
非
正
規
労
働
者
も
含
め
、
6か
月
間
継
続
勤
務
し
、
全
労
働
日
の
8割
以
上
出
勤
し
た
労
働
者
に
対
し
て
は
、
年
次
有
給

休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

例 え ば
契 約 期 間 １ か 月

契 約 期 間 １ か 月

契 約 期 間 １ か 月

契 約 期 間 １ か 月

契 約 期 間 １ か 月

契 約 期 間 １ か 月

（ 更 新 ）

（ 更 新 ）

（ 更 新 ）

（ 更 新 ）

（ 更 新 ）
※
 
継
続
勤
務
と
は
在
籍
期
間
を
意
味
し
、
継
続
勤
務
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
勤
務
の
実
態
に
即
し
実
質
的
に
判
断
す

べ
き
も
の
で
す
。

　
年
次
有
給
休
暇
が
比
例
付
与
さ
れ
る
日
数
は
、
原
則
と
し
て
基
準
日
（
年
次
有
給
休
暇
付
与
日
）
に
お
い
て
予
定

さ
れ
て
い
る
今
後
１
年
間
の
所
定
労
働
日
数
に
応
じ
た
日
数
で
す
。

　
た
だ
し
、
予
定
さ
れ
て
い
る
所
定
労
働
日
数
を
算
出
し
難
い
場
合
に
は
、
基
準
日
直
前
の
実
績
を
考
慮
し
て
所
定

労
働
日
数
を
算
出
す
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
経
過
後
に
付
与
さ
れ
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
過
去
６
か
月
の
労
働
日
数
の
実
績
を
２
倍

し
た
も
の
を
「
１
年
間
の
所
定
労
働
日
数
」
と
み
な
し
て
判
断
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
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（
7）
  解
雇
・
雇
止
め
に
つ
い
て

Po
in
t 
2
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を
抑
制
す
る
不
利
益
取
扱
い
は

し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

�　
労
働
基
準
法
第
13
6条

Po
in
t 
1
解
雇
・
雇
止
め
を
行
う
場
合
は
、
予
告
等
の
手
続
を
取
り
ま
し
ょ
う

�
　労
働
基
準
法
第
20
条
、労
働
契
約
法
第
19
条
、有
期
労
働
契
約
の
締
結
、更
新
及
び
雇
止
め
に
関
す
る
基
準
第
1条
ほ
か

・
　
や
む
を
得
ず
労
働
者
の
解
雇
を
行
う
場
合
に
は
、少
な
く
と
も
30
日
前
ま
で
の
予
告
が
必
要
で
す
。

　
予
告
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、解
雇
ま
で
の
日
数
に
応
じ
た
解
雇
予
告
手
当
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Po
in
t 
2
解
雇
に
つ
い
て
労
働
契
約
法
の
規
定
を
守
り
ま
し
ょ
う

�　
労
働
契
約
法
第
16
条
、
第
17
条
第
1項

○
 
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
場
合

�
 
労
働
契
約
法
の
規
定
に
よ
り
、
権
利
の
濫
用
に
当
た
る
解
雇
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

○
 
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
有
期
労
働
契
約
）
の
場
合

解
雇
予
告
手
当

解
雇
ま
で
の
日
数

30
日
前

な
し

予
 
告

20
日
前

10
日
分

予
 
告

10
日
前

20
日
分

予
 
告

解
雇
日

30
日
分
 
×
平
均
賃
金

予
告
な
し

・
　
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
た
労
働
者
に
対
し
て
、
賃
金
の
減
額
そ
の
他
の
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。

・
　
例
え
ば
、
精
皆
勤
手
当
や
賞
与
の
額
の
算
定
に
際
し
て
、
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
た
日
を
欠
勤
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
は
、不
利
益
取
扱
い
と
し
て
禁
止
さ
れ
ま
す
。

・
　
有
期
労
働
契
約
※
を
更
新
し
な
い
場
合
に
は
、少
な
く
と
も
30
日
前
ま
で
の
予
告
が
必
要
で
す
。

※
　
３
回
以
上
更
新
さ
れ
て
い
る
か
、1
年
を
超
え
て
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
係
る
も
の
に
限
り
、あ
ら

か
じ
め
更
新
し
な
い
旨
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
ま
す
。

・
　
実
質
的
に
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
変
わ
ら
な
い
と
い
え
る
場
合
や
、
雇
用
の
継
続
を
期
待
す
る
こ
と
が
合
理
的

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、使
用
者
が
雇
止
め
を
す
る
こ
と
が
、「
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、社
会
通
念
上
相

当
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
」は
、雇
止
め
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。従
来
と
同
一
の
労
働
条
件
で
、有
期
労
働
契
約
が
更
新
さ

れ
ま
す
。

・
　
労
働
者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
解
雇
・
雇
止
め
の
理
由
等
に
つ
い
て
、
証
明
書
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

�
 
労
働
者
と
有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
契

約
期
間
中
に
解
雇
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
場
合
よ
り
も
、
解
雇
の
有
効
性

は
厳
し
く
判
断
さ
れ
ま
す
。

「
有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更
新
及
び
雇
止
め
に
関
す
る
基
準
」

（
平
成
15
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
35
7号
）
に
つ
い
て

　
有
期
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、契
約
更
新
の
繰
り
返
し
に
よ
り
、一
定
期
間
雇
用
を
継
続
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、突
然
、契
約
更
新

を
せ
ず
に
期
間
満
了
を
も
っ
て
退
職
さ
せ
る
な
ど
の
、い
わ
ゆ
る「
雇
止
め
」を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
基
準
は
、こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
を
図
る
た
め
、労
働
基
準
法
第
14
条
第
２
項
に
基
づ
き
、使
用
者
が
講
ず
べ
き
措

置
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

10

Po
in
t 
1
労
働
者
名
簿
、
賃
金
台
帳
を
作
成
、
保
存
し
ま
し
ょ
う

�　
労
働
基
準
法
第
10
7条
、
第
10
8条
、
第
10
9条

（
8）
  労
働
者
名
簿
、
賃
金
台
帳
に
つ
い
て

Po
in
t 
1
衛
生
管
理
体
制
を
整
備
し
ま
し
ょ
う

�　
労
働
安
全
衛
生
法
第
12
条
、
第
12
条
の
2、
第
13
条
、
第
18
条
ほ
か

Po
in
t 
2
健
康
診
断
を
確
実
に
実
施
し
ま
し
ょ
う

�　
労
働
安
全
衛
生
法
第
66
条
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
43
条
、
第
44
条
、
第
45
条
ほ
か

・
　
非
正
規
労
働
者
も
含
め
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
は
、

○
 
雇
入
れ
の
際

○
 
１
年
以
内
ご
と
に
１
回
 ※

※
 
深
夜
業
等
の
特
定
業
務
に
常
時
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、

6か
月
以
内
ご
と
に
１
回

定
期
に
健
康
診
断
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

（
9）
  安
全
衛
生
の
確
保
に
つ
い
て

記
載

事
項

保
存

期
間

労
働
者
の
氏
名
、

雇
入
れ
の
年
月
日
、

退
職
の
年
月
日
及
び
そ
の
事
由
 
等

労
働
者
の
氏
名
、
賃
金
計
算
期
間
、

労
働
日
数
、
労
働
時
間
数
、
時
間
外
労
働
時
間
数
、

基
本
給
、
手
当
そ
の
他
賃
金
の
種
類
ご
と
に
そ
の
額
 
等

労
働
者
の
退
職
等
の
日
か
ら
3年
間

労
 
働
 
者
 
名
 
簿

・
　
労
働
者
の
労
務
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
労
働
者
名
簿
を
作
成
し
、
労
働
者
の
氏
名
、
雇
入
れ
の
年
月
日
、
退

職
の
年
月
日
及
び
そ
の
事
由
等
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

・
　
ま
た
、
賃
金
台
帳
を
作
成
し
、
労
働
者
の
氏
名
、
労
働
日
数
、
労
働
時
間
数
、
時
間
外
労
働
時
間
数
、
基
本
給
等

を
賃
金
の
支
払
の
都
度
遅
れ
る
こ
と
な
く
記
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
　
こ
れ
ら
は
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
で
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
3年
間
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

最
後
の
記
入
を
し
た
日
か
ら
3年
間
 

賃
 
金
 
台
 
帳

・
 
常
時
50
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
は
、
衛
生
管
理
者
や
産
業
医
を
選
任
し
、
ま
た
、
衛
生
委
員
会
を

設
置
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
　
常
時
10
人
以
上
50
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
は
、
衛
生
推
進
者
を
選
任
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
　
こ
れ
ら
の
衛
生
管
理
体
制
を
整
備
し
、
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
、
健
康
の
保
持
増
進
、
労
働
災
害
の
防
止
な

ど
を
図
り
ま
し
ょ
う
。
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Po
in
t 
4
労
働
災
害
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う

「
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
」

（
平
成
18
年
3
月
17
日
付
け
基
発
第
03
17
00
8
号
）
の
主
な
内
容

Po
in
t 
3
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
し
ま
し
ょ
う

�
　過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
66
条
の
8ほ
か

・
 
「
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
」
に
基
づ
き
、
過
重
労
働
に
よ
る

　
健
康
障
害
防
止
措
置
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。

・
　
短
時
間
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
下
記
①
②
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は「
常
時
使
用
す
る
労
働
者
」と
し
て
健
康
診

断
が
必
要
で
す
。

①
 
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
又
は
期
間
１
年
以
上
の
有
期
労
働
契
約
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
者
、契
約
更
新
に
よ
り

１
年
以
上
使
用
さ
れ
、又
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者

②
 
週
の
労
働
時
間
数
が
、通
常
の
労
働
者
の
週
の
労
働
時
間
数
の
４
分
の
３
以
上
で
あ
る
者

・
　
な
お
、健
康
診
断
の
実
施
は
法
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
す
の
で
、そ
の
実
施
に
要
し
た
費
用
を
労
働
者
に
負
担
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
 
時
間
外
・
休
日
労
働
の
削
減

○
　
時
間
外
・
休
日
・
労
働
協
定
は
、限
度
基
準（
（
3）
Po
in
t4
参
照
）に
適
合
し
た
も
の
と
し
て
く
だ
さ
い
。

○
　
月
45
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
が
可
能
な
場
合
に
も
実
際
の
時
間
外
労
働
は
月
45
時
間
以
下
と
す
る
よ
う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

・
 
労
働
者
の
健
康
管
理
に
係
る
措
置
の
徹
底

○
　
時
間
外
・
休
日
労
働
が
１
月
あ
た
り
10
0時
間
を
超
え
、疲
労
の
蓄
積
が
認
め
ら
れ
る（
申
出
を
し
た
）労
働
者
な
ど
に
対
し
、医
師

に
よ
る
面
接
指
導
等
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

等

・
　
労
働
者
の
安
全
と
健
康
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
常
に
労
働
災
害
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
特
に
、
災
害
が

多
発
し
て
い
る
腰
痛
災
害
や
交
通
事
故
の
防
止
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。

・
　
以
下
の
指
針
等
を
踏
ま
え
た
災
害
防
止
対
策
を
講
じ
ま
し
ょ
う
。

　
　
○
　
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
労
働
災
害
防
止
の
た
め
に
～
腰
痛
対
策
・
４
S活
動
・
KY
活
動
～

（
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/n
ew
-i
nf
o/
ko
be
tu
/r
ou
do
u/
gy
ou
se
i/
an
ze
n/
11
12
02
-1
.h
tm
l）

　
　
○
　
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
労
働
災
害
防
止
の
た
め
に
～
転
倒
、
転
落
災
害
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
～

（
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/n
ew
-i
nf
o/
ko
be
tu
/r
ou
do
u/
gy
ou
se
i/
an
ze
n/
12
02
23
-1
.h
tm
l）

　
　
○
 
交
通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
 
（
平
成
20
年
4月
3日
付
け
基
発
第
04
03
00
1号
）

（
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/n
ew
-i
nf
o/
ko
be
tu
/r
ou
do
u/
gy
ou
se
i/
an
ze
n/
08
07
03
-1
.h
tm
l）

　
　
○
 
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

（
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/t
op
ic
s/
sy
ok
uc
hu
/k
an
re
n/
yo
bo
u/
04
02
04
-1
.h
tm
l）

　
　
○
 
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
け
る
モ
デ
ル
安
全
衛
生
規
程
及
び
解
説

（
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/n
ew
-i
nf
o/
ko
be
tu
/r
ou
do
u/
gy
ou
se
i/
an
ze
n/
05
03
-1
.h
tm
l）

・
　
労
働
者
に
対
し
て
は
、
雇
入
れ
時
及
び
作
業
内
容
変
更
時
の
安
全
衛
生
教
育
を
実

施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
安
全
衛
生
教
育
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
業
務
の
実

態
を
踏
ま
え
、
上
記
災
害
の
原
因
、
そ
の
防
止
等
に
関
す
る
項
目
を
盛
り
込
む
よ
う

配
意
し
ま
し
ょ
う
。

12

Po
in
t 
1
労
働
保
険
の
手
続
を
取
り
ま
し
ょ
う

労
 
働
 
保
 
険
 

労
災
保
険
と
は

 
労
災
保
険
の
対
象
と
な
る
労
働
者

雇
用
保
険
と
は

 
雇
用
保
険
の
対
象
と
な
る
労
働
者

（
10
）
  労
働
保
険
に
つ
い
て

・
 
労
働
保
険
と
は
、労
働
者
災
害
補
償
保
険（
労
災
保
険
）と
雇
用
保
険
の
総
称
で
す
。

　
　
介
護
労
働
者
を
含
め
労
働
者
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
事
業
場
は
労
働
保
険
の
適
用
事
業
場
と
な
り
ま
す
の
で
、

労
働
保
険
の
手
続
を
取
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
労
災
保
険
と
は
、
労
働
者
が
業
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に

よ
り
負
傷
等
を
被
っ
た
場
合
等
に
、
被
災
し
た
労
働
者
や
遺

族
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
保
険
給
付
等
を
行
う
も
の
で
す
。

　
労
働
契
約
の
期
間
や
労
働
時
間
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
、

全
て
の
労
働
者
が
労
災
保
険
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
雇
用
保
険
と
は
、労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
及
び
労
働
者

に
つ
い
て
雇
用
の
継
続
が
困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場

合
に
、労
働
者
の
生
活
及
び
雇
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、

再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
給
付
等
を
行
う
も
の

で
す
。

　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
労
働
者
が
、
原
則
と
し
て

雇
用
保
険
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
　
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
2
0
時
間
以
上
で
あ

る
こ
と

②
　
3
1
日
以
上
の
雇
用
見
込
み
が
あ
る
こ
と

-47-
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労
働
者
の
休
業

利
用
者
か
ら
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
キ
ャ
ン
セ
ル

利
用
者
か
ら
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
日
程
変
更
 
な
ど

使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
該
当
す
る
場
合

休
業
手
当

平
均
賃
金
の

1
0
0
分
の
6
0
以
上
の

手
当
の
支
払

「
訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保
に
つ
い
て
」

（
平
成
16
年
8
月
27
日
付
け
基
発
第
08
27
00
1
号
）
に
つ
い
て

Po
in
t 
1

Po
in
t 
2

訪
問
介
護
労
働
者
に
も
就
業
規
則
を
周
知
し
ま
し
ょ
う

�
　労
働
基
準
法
第
10
6条

休
業
手
当
を
適
正
に
支
払
い
ま
し
ょ
う

�　
労
働
基
準
法
第
26
条

○
訪
問
介
護
労
働
者
と
労
働
基
準
法

Ⅱ
 
訪
問
介
護
労
働
者
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
い
う「
訪
問
介
護
労
働
者
」は
、

・
訪
問
介
護
事
業
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、介
護
保
険
法
に
定
め
る
訪
問
介
護
に
従
事
す
る
訪
問
介
護
員
又
は
介
護
福
祉
士

・
老
人
、障
害
者
等
の
居
宅
に
お
い
て
、入
浴
、食
事
等
の
介
護
や
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
を
行
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働

者
を
指
し
ま
す
。

　
事
業
場
の
中
で
は
、
こ
れ
ら
の
方

に
つ
い
て
、委
託
、委
任
、あ
る
い
は
登

録
型
な
ど
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う

な
場
合
で
も
、
労
働
者
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
使
用
者
の
指

揮
監
督
等
の
実
態
に
即
し
総
合
的
に

判
断
さ
れ
、労
働
者
に
該
当
す
る
場
合

に
は
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
訪

問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
訪
問
介

護
員
等
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は

使
用
者
の
指
揮
監
督
の
下
に
あ
る
こ

と
等
か
ら
、
労
働
基
準
法
第
９
条
の

労
働
者
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
訪
問
介
護
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
通
常
単
独
で
利
用
者
宅
を
訪
問

し
介
護
に
従
事
す
る
た
め
、
使
用
者
が
労
働
者
を
直
接
に
指
揮
し
そ
の
勤
務
状
況

を
把
握
す
る
機
会
が
限
ら
れ
る
な
ど
の
勤
務
実
態
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
賃
金
、

労
働
時
間
等
に
係
る
法
定
労
働
条
件
が
適
正
に
確
保
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
み
ら

れ
た
た
め
、厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、平
成
16
年
に
標
記
の
通
達
を
発
出
し
、訪

問
介
護
労
働
者
に
係
る
労
働
基
準
法
等
関
係
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め

た
と
こ
ろ
で
す
。（
参
考
資
料
１
参
照
）

　
こ
の
通
達
の
内
容
は
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

う
ち
移
動
時
間
の
取
扱
い（
P
oi
nt
3 
参
照
）等
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
な
お
一
部
に

問
題
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
訪
問
介
護
に
携
わ
る
皆
様
に
は
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
ご
活
用
い
た
だ
き
、

訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
を
適
正
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

・
　
就
業
規
則
は
労
働
者
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が（
Ⅰ（
２
）P
oi
nt
 ３
 参
照
）事
業
場
に

赴
く
機
会
の
少
な
い
訪
問
介
護
労
働
者
に
つ
い
て
は
、書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
る
方
法
で
周

知
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
す
。

・
　
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
労
働
者
を
休
業
さ
せ
た
場
合
に
は
、
使
用
者
は
休
業
手
当
と
し
て
平
均
賃
金
の

10
0
分
の
60
以
上
の
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。※
Ⅰ（
５
）P
oi
nt
１
参
照

・
　
利
用
者
か
ら
の
キ
ャ
ン
セ
ル
、
利
用
時
間
帯
の
変
更
を
理
由
と
し
て
労
働
者
を
休
業
さ
せ
る
場
合
に
は
、
他
の
利
用
者
宅
で

の
勤
務
等
、そ
の
労
働
者
に
代
替
業
務
を
行
わ
せ
る
可
能
性
等
を
含
め
て
判
断
し
、使
用
者
と
し
て
行
う
べ
き
最
善
の
努
力
を
尽

く
し
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、休
業
手
当
の
支
払
が
必
要
で
す
。

14

介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
者

「
Ａ
さ
ん
宅
」

事
　
業
　
場

労
働
者
の
自
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
者

「
Ｂ
さ
ん
宅
」

②
移
動
時
間

①
通
勤
時
間

①
通
勤
時
間 ①
通
勤
時
間

③
移
動
時
間

③
移
動
時
間

自
宅
か
ら

A
さ
ん
宅

へ
直
行

Ａ
さ
ん
宅
で

介
護
サ
ー
ビ
ス

Ｂ
さ
ん
宅
で

介
護
サ
ー
ビ
ス

自
宅
へ

直
帰

事
業
場

へ
移
動
 

Ｂ
さ
ん
宅

へ
移
動

事
業
場
 
 
  で
勤
務

休 憩 時 間

労
働
時
間（
休
憩
時
間
を
除
く
。）

　
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、Ａ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
開
始
時
刻
か
ら
、Ｂ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
終
了
時
刻
ま
で
の
時
間
の
う

ち
、休
憩
時
間
を
除
い
た
も
の
が
労
働
時
間
と
な
り
ま
す
。

○
 
移
動
時
間
の
考
え
方
 

具
体
的
に
は
、
指
揮
監
督
の
実
態
に
よ
り
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、

例
え
ば
②
又
は
③
の
移
動
時
間
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
間
が
通
常
の
移
動
に
要
す
る
時
間
程
度
で
あ
る

場
合
に
は
、
労
働
時
間
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

Po
in
t 
3
移
動
時
間
等
が
労
働
時
間
に
当
た
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を

労
働
時
間
と
し
て
適
正
に
把
握
し
ま
し
ょ
う
 

�　
労
働
基
準
法
第
32
条
ほ
か

ケ
ー
ス
Ａ

・
　
労
働
時
間
と
は
、使
用
者
の
指
揮
監
督
の
下
に
あ
る
時
間
を
い
い
、介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
時
間
に
限
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
　
移
動
時
間
、待
機
時
間
等
に
つ
い
て
も
、以
下
の
よ
う
な
場
合
に
は
労
働
時
間
に
該
当
し
、使
用
者
は
適
正
に
こ
れ
を
把
握
、

管
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 
※
Ⅰ（
３
） 
Po
in
t 
1
参
照

　
移
動
時
間
と
は
、
事
業
場
、
集
合
場

所
、
利
用
者
宅
の
相
互
間
を
移
動
す
る

時
間
を
い
い
、
こ
の
移
動
時
間
に
つ
い

て
は
、
使
用
者
が
業
務
に
従
事
す
る
た

め
に
必
要
な
移
動
を
命
じ
、
当
該
時
間

の
自
由
利
用
が
労
働
者
に
保
障
さ
れ

て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

労
働
時
間
に
該
当
し
ま
す
。

　
な
お
、通
勤
時
間（
左
の
例
で
は
①
）

は
こ
こ
で
い
う
移
動
時
間
に
該
当
し
ま

せ
ん
。
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自
宅
か
ら

A
さ
ん
宅

へ
直
行

Ａ
さ
ん
宅
で

介
護
サ
ー
ビ
ス

Ｂ
さ
ん
宅
で

介
護
サ
ー
ビ
ス

自
宅
へ

直
帰

Ｂ
さ
ん
宅

へ
移
動

空
き
時
間

労
働
時
間

労
働
時
間

自
宅
か
ら

A
さ
ん
宅

へ
直
行

Ａ
さ
ん
宅
で

介
護
サ
ー
ビ
ス

自
宅
へ

直
帰

労
働
時
間

○
 
待
機
時
間
の
考
え
方

ケ
ー
ス
Ｂ

ケ
ー
ス
Ｃ

Ｑ
１
 

Ａ
１
 

Ｑ
2

Ａ
2

 
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、Ａ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
、Ｂ
さ
ん
宅
へ
の
移
動
時
間
及
び
Ｂ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
提

供
時
間
が
労
働
時
間
と
な
り
ま
す
。移
動
時
間
は
Ｂ
さ
ん
宅
へ
の
移
動
に
要
し
た
時
間
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の「
空
き
時
間
」に
つ
い

て
は
、そ
の
時
間
に
は
労
務
に
服
す
る
必
要
が
な
く
、労
働
者
に
自
由
利
用
が
保
障
さ
れ
て
い
る
限
り
、労
働
時
間
と
し
て
取
り
扱
う

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
（
Ａ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
終
了
時
刻
か
ら
Ｂ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
開
始
時
刻
ま
で
の
時
間
す
べ

て
を
労
働
時
間
と
し
て
取
り
扱
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）
。

　
訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
し
た
時
間
に
対
し
て
支
払
う
賃
金
額
と
、移
動
時
間
に
対
し
て
支
払
う

賃
金
額
は
、異
な
っ
て
も
よ
い
で
す
か
。

　
訪
問
介
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
時
間
と
、
そ
れ
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る
時
間
の
賃
金
水

準
に
つ
い
て
は
、最
低
賃
金
額
を
下
回
ら
な
い
範
囲
で
あ
れ
ば
、労
使
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
決
定

す
る
こ
と
は
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　
当
社
Ａ
事
業
場
で
は
、過
去
３
ヶ
月
間
に
わ
た
り
移
動
時
間
を
把
握
し
た
結
果
、特
別
の
事
情
が
な

い
限
り
、１
回
当
た
り
の
移
動
時
間
が
15
分
を
上
回
ら
な
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。そ
こ
で
、Ａ
事
業

場
に
お
い
て
は
、移
動
時
間
を
15
分
と
定
め
、移
動
１
回
当
た
り
15
分
に
相
当
す
る
賃
金
を
支
払
う

こ
と
と
し
、1
5
分
を
超
え
た
場
合
に
は
、超
過
し
た
時
間
分
の
賃
金
を
追
加
し
て
支
払
う
こ
と
を
検
討

し
て
い
ま
す
が
、可
能
で
す
か
。

　
移
動
時
間
を
含
め
労
働
時
間
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
は
使
用
者
の
責
務
で
あ
り
、移
動
に
要
し

た
時
間
を
確
認
し
、記
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。移
動
に
係
る
賃
金
は
、こ
の
よ
う
に
し
て
把
握
し

た
労
働
時
間
に
基
づ
き
算
定
す
る
の
が
基
本
と
な
り
ま
す
。

　
ご
質
問
の
よ
う
に
、事
務
処
理
の
簡
素
化
の
た
め
移
動
に
係
る
賃
金
を
定
額
制
と
す
る
こ
と
は
、実

労
働
時
間
に
基
づ
き
支
払
う
べ
き
賃
金
が
定
額
を
超
え
る
場
合
に
超
過
分
を
支
払
う
の
で
あ
れ
ば
、

労
働
者
に
不
利
益
と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、可
能
と
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
の
場
合
、雇
入
通
知
書
や
就

業
規
則
で
そ
の
旨
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。な
お
、
定
額
制
を
取
り
入
れ
て
も
労
働
時
間
の

把
握
は
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
超
過
分
を
支
払
わ
な
い
こ
と
は
賃
金
の
一
部
不
払
と
な
る
こ
と
に

留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
待
機
時
間
に
つ
い
て
は
、使
用
者
が
急
な
需
要
等
に
対
応
す
る
た
め
事
業
場
等
に
お
い
て
待
機
を
命
じ
、当
該
時
間
の
自
由

利
用
が
労
働
者
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、労
働
時
間
に
該
当
し
ま
す
。

 
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
Ａ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
の
み
が
労

働
時
間
と
な
り
ま
す
。
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訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保
に
つ
い
て

参
考
資
料
 
1

平
成
1
6
年
８
月
2
7日
付
け
基
発
第
0
8
2
7
0
0
1
号

　
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、
介
護
保
険
法（
平
成
９
年
法
律
第
12
3
号
）の
施
行
以
来
事
業
場
数
が
増
加
す
る
中
で
、
同
事
業
に
使
用
さ
れ
る

労
働
者
の
多
く
が
通
常
単
独
で
利
用
者
宅
を
訪
問
し
介
護
に
従
事
す
る
た
め
、使
用
者
が
労
働
者
を
直
接
に
指
揮
し
そ
の
勤
務
状
況
を
把
握
す
る
機
会

が
限
ら
れ
る
な
ど
の
勤
務
実
態
が
あ
る
こ
と
、ま
た
、事
業
開
始
後
間
も
な
い
た
め
、労
働
基
準
法
等
関
係
法
令
に
関
す
る
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な

い
事
業
場
が
少
な
く
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、賃
金
、労
働
時
間
等
に
係
る
法
定
労
働
条
件
が
適
正
に
確
保
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、今
般
、訪
問
介
護
労
働
者
に
係
る
労
働
基
準
法
等
関
係
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
、下
記
の
と
お
り
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
つ
い
て
は
、監
督
指
導
時
は
も
と
よ
り
、関
係
行
政
機
関
と
連
携
・
協
力
の
上
、別
途
送
付
す
る
周
知
用
資
料
を
活
用
し
て
、関
係
事
業
者
団
体
へ
の

周
知
、集
団
指
導
の
実
施
等
に
よ
り
、こ
の
内
容
を
徹
底
し
、訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保
に
遺
憾
な
き
を
期
さ
れ
た
い
。

記
１
 
定
義
等
 

（
１
）本
通
達
に
お
け
る
訪
問
介
護
労
働
者
の
定
義

　
本
通
達
に
お
け
る
訪
問
介
護
労
働
者
と
は
、訪
問
介
護
事
業
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、介
護
保
険
法
に
定
め
る
訪
問
介
護
に
従
事
す
る
訪
問
介
護
員
若
し
くは
介

護
福
祉
士（
以
下「
訪
問
介
護
員
等
」と
い
う
。）
又
は
、老
人
、障
害
者
等
の
居
宅
に
お
い
て
、入
浴
、食
事
等
の
介
護
や
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
を
行
う
業
務（
「

日
本
標
準
産
業
分
類（
平
成
14
年
３
月
改
訂
）」
中
の
75
92「
訪
問
介
護
事
業
」参
照
。）
に
従
事
す
る
も
の
を
い
う
。し
た
が
っ
て
、介
護
保
険
法
の
適
用
の
有
無
に
か
か
わ

ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と（
訪
問
介
護
労
働
者
が
従
事
す
る
こ
れ
ら
の
業
務
を
以
下「
訪
問
介
護
の
業
務
」と
い
う
。）
。

　
こ
の
訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
中
に
は
、委
託
、委
任
等
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、労
働
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、使
用
者

の
指
揮
監
督
等
の
実
態
に
即
し
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
。

　
な
お
、介
護
保
険
法
に
基
づ
く
訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
訪
問
介
護
員
等
に
つ
い
て
は
、一
般
的
に
は
使
用
者
の
指
揮
監
督
の
下
に
あ
る
こ
と
等
か
ら
、労
働
基

準
法（
以
下「
法
」と
い
う
。）
第
９
条
の
労
働
者
に
該
当
す
るも
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

（
２
）訪
問
介
護
労
働
者
の
勤
務
形
態

　
訪
問
介
護
労
働
者
に
つ
い
て
は
、①
正
社
員
、嘱
託
社
員
等
の
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
、当
該
事
業
場
で
定
め
る
所
定
労
働
時
間
を
勤
務
す
る
労
働
者
、②
短
時
間
労

働
者
で
あ
っ
て
、労
働
日
及
び
労
働
日
に
お
け
る
労
働
時
間
が
定
型
的・
固
定
的
に
定
ま
っ
て
い
る
労
働
者
の
ほ
か
、③
短
時
間
労
働
者
で
あ
っ
て
、月
、週
又
は
日
の
所
定

労
働
時
間
が
、一
定
期
間
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
勤
務
表
に
より
、非
定
型
的
に
特
定
さ
れ
る
労
働
者（
以
下「
非
定
型
的
パ
ート
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
」と
い
う
。）
、④
短
時
間
労

働
者
で
あ
っ
て
、急
な
需
要
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
臨
時
に
雇
入
れ
ら
れ
る
労
働
者
な
ど
、種
々
の
勤
務
形
態
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
中
で
、非
定
型
的
パ
ート
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
は
、訪
問
介
護
労
働
者
の
多
数
を
占
め
て
お
り
、利
用
者
か
ら
の
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
申
込
み
に
連
動
し
て
、

月
、週
又
は
日
の
所
定
労
働
時
間
が
非
定
型
的
に
特
定
さ
れ
る
た
め
、労
働
条
件
の
明
示
、労
働
時
間
の
把
握
、休
業
手
当
の
支
払
、賃
金
の
算
定
等
に
関
し
て
、労
働

基
準
法
等
関
係
法
令
上
の
問
題
点
が
多
くみ
ら
れ
る
こ
と
。

２
　
訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保
上
の
問
題
点
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
法
令
の
適
用

（
１
）労
働
条
件
の
明
示

　
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、訪
問
介
護
労
働
者
の
雇
入
れ
時
に
、労
働
条
件
の
明
示
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
や
そ
の
明
示
内
容
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
より
、労

働
条
件
の
内
容
を
巡
る
問
題
が
生
じ
て
い
る
場
合
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、労
働
条
件
の
明
示
に
当
た
っ
て
は
、以
下
の
事
項
に
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

ア
　
労
働
契
約
の
期
間

　
非
定
型
的
パ
ート
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
に
つ
い
て
は
、労
働
日
と
次
の
労
働
日
と
の
間
に
相
当
の
期
間
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
が
、当
該
期
間
も
労
働
契
約
が
継
続
し
て

い
る
の
か
ど
う
か
を
明
確
に
す
る
た
め
、労
働
条
件
の
明
示
に
当
た
っ
て
は
、労
働
契
約
の
期
間
の
定
め
の
有
無
及
び
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の
場
合
は
そ
の

期
間
を
明
確
に
定
め
て
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
より
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
15
条
第
１
項
、労
働
基
準
法
施
行
規
則（
以
下「
規
則
」と
い
う
。）
第
５
条
第
１

項
第
１
号
、同
条
第
３
項
）。

　
ま
た
、期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
す
る
場
合
の
、労
働
契
約
に
係
る
更
新
の
有
無
等
の
明
示
に
つ
い
て
は
、「
有
期
労
働
契
約
の
締
結
、更
新
及
び
雇

止
め
に
関
す
る
基
準
」（
平
成
15
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
35
7号
）の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

　
な
お
、労
働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、そ
の
都
度
改
め
て
労
働
条
件
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

イ
　
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
等

　
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
条
件
の
うち
、就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務（
規
則
第
５
条
第
１
項
第
１
の
２
号
）、
労
働
日
並
び
に
そ
の
始
業
及
び
終
業
の

時
刻
、休
憩
時
間（
同
項
第
２
号
。以
下「
労
働
日
及
び
そ
の
勤
務
時
間
帯
」と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、こ
れ
が
月
ご
と
等
の
勤
務
表
に
より
特
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、勤
務

の
種
類
ご
と
の
こ
れ
ら
に
関
す
る
考
え
方
を
示
し
た
上
で
、当
該
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
就
業
規
則
上
の
関
係
条
項
名
を
網
羅
的
に
示
し
、契
約
締
結
時
点
で
の
勤
務

表
を
示
す
こ
と
で
足
りる
こ
と
。

（
２
）労
働
時
間
及
び
そ
の
把
握

　
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、非
定
型
的
パ
ート
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
が
訪
問
介
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
時
間
以
外
の
時
間
を
労
働
時
間
とし
て
い
な
い
も
の
が

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、訪
問
介
護
労
働
者
の
移
動
時
間
や
業
務
報
告
書
等
の
作
成
時
間
な
ど
に
つ
い
て
、以
下
の
ア
か
ら
エ
に
より
労
働
時
間
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、適
正
に
こ
れ
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
32
条
）。

ア
　
移
動
時
間

　
移
動
時
間
と
は
、事
業
場
、集
合
場
所
、利
用
者
宅
の
相
互
間
を
移
動
す
る
時
間
を
い
い
、こ
の
移
動
時
間
に
つ
い
て
は
、使
用
者
が
、業
務
に
従
事
す
る
た
め
に
必

要
な
移
動
を
命
じ
、当
該
時
間
の
自
由
利
用
が
労
働
者
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、労
働
時
間
に
該
当
す
るも
の
で
あ
る
こ
と
。

　
具
体
的
に
は
、使
用
者
の
指
揮
監
督
の
実
態
に
より
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、例
え
ば
、訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
た
め
、事
業
場
か
ら
利
用
者
宅
へ
の
移
動
に

要
し
た
時
間
や
一
の
利
用
者
宅
か
ら
次
の
利
用
者
宅
へ
の
移
動
時
間
で
あ
っ
て
、そ
の
時
間
が
通
常
の
移
動
に
要
す
る
時
間
程
度
で
あ
る
場
合
に
は
労
働
時
間
に
該

当
す
るも
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

イ
　
業
務
報
告
書
等
の
作
成
時
間

　
業
務
報
告
書
等
を
作
成
す
る
時
間
に
つ
い
て
は
、そ
の
作
成
が
介
護
保
険
制
度
や
業
務
規
定
等
に
より
業
務
上
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、使
用
者
の

指
揮
監
督
に
基
づ
き
、事
業
場
や
利
用
者
宅
等
に
お
い
て
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、労
働
時
間
に
該
当
す
るも
の
で
あ
る
こ
と
。

-49-
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ウ
　
待
機
時
間

　
待
機
時
間
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
が
急
な
需
要
等
に
対
応
す
る
た
め
事
業
場
等
に
お
い
て
待
機
を
命
じ
、
当
該
時
間
の
自
由
利
用
が
労
働
者
に
保
障
さ
れ
て
い
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、労
働
時
間
に
該
当
す
るも
の
で
あ
る
こ
と
。

エ
　
研
修
時
間

　
研
修
時
間
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
の
明
示
的
な
指
示
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
場
合
は
、
労
働
時
間
で
あ
る
こ
と
。ま
た
、
研
修
を
受
講
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
就
業
規

則
上
の
制
裁
等
の
不
利
益
な
取
扱
い
が
あ
る
場
合
や
研
修
内
容
と
業
務
と
の
関
連
性
が
強
く
、
そ
れ
に
参
加
し
な
い
こ
と
に
より
、
本
人
の
業
務
に
具
体
的
に
支
障
が

生
ず
る
な
ど
実
質
的
に
使
用
者
か
ら
出
席
の
強
制
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
は
、た
と
え
使
用
者
の
明
示
的
な
指
示
が
なく
とも
労
働
時
間
に
該
当
す
るも
の
で
あ

る
こ
と
。

（
３
）休
業
手
当

　
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、利
用
者
か
ら
の
利
用
申
込
み
の
撤
回
を
理
由
とし
て
労
働
者
を
休
業
さ
せ
た
場
合
に
、休
業
手
当
を
支
払
っ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、労
働
日
及
び
そ
の
勤
務
時
間
帯
が
、月
ご
と
等
の
勤
務
表
に
より
訪
問
介
護
労
働
者
に
示
さ
れ
、特
定
さ
れ
た
後
、労
働
者
が
労
働
契
約
に
従
っ
て
労

働
の
用
意
を
な
し
、労
働
の
意
思
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、使
用
者
が
労
働
日
の
全
部
又
は
一
部
を
休
業
さ
せ
、こ
れ
が
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
るも

の
で
あ
る
場
合
に
は
、使
用
者
は
休
業
手
当
とし
て
そ
の
平
均
賃
金
の
10
0
分
の
60
以
上
の
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と（
法
第
26
条
）。

　
し
た
が
っ
て
、利
用
者
か
ら
の
利
用
申
込
み
の
撤
回
、利
用
時
間
帯
の
変
更
を
理
由
とし
て
労
働
者
を
休
業
さ
せ
る
場
合
に
は
、例
え
ば
、他
の
利
用
者
宅
で
の
勤
務
の

可
能
性
に
つ
い
て
然
る
べ
き
検
討
を
十
分
に
行
っ
た
か
ど
う
か
等
当
該
労
働
者
に
代
替
業
務
を
行
わ
せ
る
可
能
性
等
を
含
め
て
判
断
し
、
使
用
者
とし
て
行
う
べ
き
最
善

の
努
力
を
尽
くし
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
も
の
とし
て
休
業
手
当
の
支
払
が
必
要
と
な
る
こ
と
。

　
た
だ
し
、利
用
者
か
ら
の
利
用
申
込
み
の
撤
回
、利
用
時
間
帯
の
変
更
の
要
請
に
対
し
、使
用
者
が
当
該
労
働
者
に
対
し
他
の
利
用
者
宅
で
勤
務
さ
せ
る
等
代
替
業

務
の
提
供
を
行
っ
た
場
合
、あ
る
い
は
、就
業
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ
、繰
下
げ
に
よ
る
勤
務
時
間
帯
の
変
更
や
休
日
の
振
替
に
よ
る
労
働

日
の
変
更
を
行
い
他
の
利
用
者
宅
で
勤
務
さ
せ
る
等
必
要
な
業
務
の
提
供
を
行
っ
た
場
合
に
は
、休
業
手
当
の
支
払
は
必
要
な
い
こ
と
。

　
な
お
、１
日
の
労
働
日
の
一
部
の
み
、使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
より
休
業
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、現
実
に
就
労
し
た
時
間
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
が
１

日
分
の
平
均
賃
金
の
10
0
分
の
60
に
満
た
な
い
とき
は
、そ
の
差
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
４
）賃
金
の
算
定

ア
　
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、訪
問
介
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
時
間
以
外
の
労
働
時
間
で
あ
る
移
動
時
間
等
に
つ
い
て
、賃
金
支
払
の
対
象
とし
て
い
る
の

か
ど
う
か
が
判
然
とし
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
賃
金
は
い
か
な
る
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
労
働
時

間
に
応
じ
た
賃
金
の
算
定
を
行
う
場
合
は
、訪
問
介
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
時
間
の
み
な
ら
ず
、上
記（
２
）の
労
働
時
間
を
通
算
し
た
時
間
数
に
応
じ
た
賃
金
の

算
定
を
行
うこ
と
。

イ
　
訪
問
介
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
時
間
と
、そ
れ
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る
時
間
の
賃
金
水
準
に
つ
い
て
は
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
ら
な
い
範
囲
で
、
労
使
の

話
合
い
に
より
決
定
さ
れ
る
べ
きも
の
で
あ
る
こ
と
。

　
賃
金
が
最
低
賃
金
額
以
上
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

①
　
時
間
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金（
以
下「
時
間
給
」と
い
う
。）
の
場
合
は
、当
該
時
間
給
を
時
間
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
額（
時
間
額
）と
、

②
 
日
、
週
、月
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金
の
場
合
は
、そ
の
金
額
を
当
該
期
間
に
お
け
る
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し
た
当
該
時
間
当
た
り
の
金
額
を
時
間
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
額（
時
間
額
）と
、

比
較
す
る
こ
と
に
より
判
断
す
るも
の
で
あ
る
こ
と（
最
低
賃
金
法
第
４
条
、最
低
賃
金
法
施
行
規
則
第
２
条
）。

　
な
お
、労
働
者
の
受
け
る
賃
金
に
つ
い
て
、基
本
給
が
時
間
給
に
より
、そ
の
他
職
務
手
当
等
が
月
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金
に
より
定
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、上
記
①

及
び
②
の
賃
金
で
構
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
基
本
給
と
職
務
手
当
等
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
①
及
び
②
の
方
法
に
より
時
間
当
た
り
の
金
額
を
算
出
し
、
そ
の
合
計

額
を
、時
間
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
額（
時
間
額
）と
比
較
す
る
こ
と
。

ウ
　
訪
問
介
護
労
働
者
は
、
利
用
者
宅
に
移
動
す
る
こ
と
を
前
提
に
訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
るも
の
で
あ
り
、
通
常
そ
の
移
動
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
事
業

の
必
要
経
費
と
の
性
格
を
有
し
、事
業
場
が
実
費
弁
償
とし
て
支
給
し
て
い
る
旅
費
、交
通
費
等
は
、一
般
的
に
は
労
働
の
対
償
で
は
な
い
こ
と
か
ら
賃
金
と
は
認
め
ら

れ
な
い
の
で
、最
低
賃
金
額
と
の
比
較
に
当
た
っ
て
は
、比
較
対
象
の
賃
金
額
に
は
算
入
し
な
い
こ
と
。

（
５
）年
次
有
給
休
暇
の
付
与

　
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
、短
期
間
の
契
約
期
間
が
更
新
さ
れ
６
箇
月
以
上
に
及
ん
で
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、例
え
ば
、労
働
契
約
が

１
箇
月
ご
と
の
更
新
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
付
与
し
な
い
例
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
間
継
続
勤
務
し
、
全
労
働
日
の
８
割
以
上

出
勤
し
て
い
る
場
合
に
は
、
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
より
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
39
条
）。
な
お
、
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
要
件
で
あ
る「
継

続
勤
務
」と
は
、在
籍
期
間
を
意
味
し
、継
続
勤
務
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、単
に
形
式
的
に
の
み
判
断
す
べ
きも
の
で
なく
、勤
務
の
実
態
に
即
し
実
質
的
に
判
断
す
べ
きも

の
で
あ
る
こ
と
。

　
ま
た
、
非
定
型
的
パ
ート
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
に
つ
い
て
、
年
次
有
給
休
暇
が
比
例
付
与
さ
れ
る
日
数
は
、
原
則
とし
て
基
準
日
に
お
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
今
後
１
年
間

の
所
定
労
働
日
数
に
応
じ
た
日
数
で
あ
る
が
、予
定
さ
れ
て
い
る
所
定
労
働
日
数
を
算
出
し
難
い
場
合
に
は
、基
準
日
直
前
の
実
績
を
考
慮
し
て
所
定
労
働
日
数
を
算
出
す

る
こ
とと
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。し
た
が
っ
て
、例
え
ば
、雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
経
過
後
に
付
与
さ
れ
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
つ
い
て
は
、過
去
６
箇
月

の
労
働
日
数
の
実
績
を
２
倍
し
た
も
の
を「
１
年
間
の
所
定
労
働
日
数
」と
み
な
し
て
判
断
す
る
こ
と
で
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

（
６
）就
業
規
則
の
作
成
及
び
周
知

　
使
用
者
の
中
に
は
、
短
時
間
労
働
者
で
あ
る
訪
問
介
護
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
就
業
規
則
の
作
成
要
件
で
あ
る「
常
時
10
人
以
上
の
労
働
者
」に
は
含
ま
れ
な
い
と

誤
解
を
し
て
い
るも
の
が
認
め
ら
れ
る
が
、短
時
間
労
働
者
で
あ
っ
て
も「
常
時
10
人
以
上
の
労
働
者
」に
含
ま
れ
るも
の
で
あ
る
こ
と（
法
第
89
条
）。

　
ま
た
、就
業
規
則
に
つ
い
て
は
、常
時
事
業
場
内
の
各
作
業
場
ご
と
に
掲
示
し
、又
は
備
え
付
け
る
等
の
方
法
に
より
労
働
者
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
10
6

条
第
１
項
）。
な
お
、
事
業
場
等
に
赴
く
機
会
の
少
な
い
非
定
型
的
パ
ート
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
へ
の
周
知
に
つ
い
て
は
、
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
る
方
法
を
講
ず
る
こ
と

が
望
まし
い
こ
と（
規
則
第
52
条
の
２
第
２
号
参
照
）。

（
７
）労
働
者
名
簿
及
び
賃
金
台
帳
の
調
製
及
び
保
存

　
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、訪
問
介
護
労
働
者
の
労
務
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、各
事
業
場
ご
と
に
労
働
者
名
簿
を
調
製
し
、労
働
者
の
氏
名
、雇
入
の
年
月
日
、

退
職
の
年
月
日
及
び
そ
の
事
由
等
を
記
入
す
る
とと
も
に（
法
第
10
7
条
、規
則
第
53
条
）、
賃
金
台
帳
を
調
製
し
、労
働
者
の
氏
名
、賃
金
計
算
期
間
、労
働
日
数
、労

働
時
間
数
、時
間
外
労
働
時
間
数
、基
本
給
、手
当
そ
の
他
賃
金
の
種
類
毎
に
そ
の
額
等
を
賃
金
の
支
払
の
都
度
遅
滞
なく
記
入
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
10
8
条
、

規
則
第
54
条
）。

　
な
お
、訪
問
介
護
労
働
者
に
係
る
労
働
時
間
数
等
に
つ
い
て
、当
該
労
働
者
が
作
成
す
る
業
務
報
告
書
等
に
より
把
握
し
て
い
る
場
合
は
、使
用
者
は
、労
働
時
間
の

実
態
を
正
し
く
記
録
し
、適
正
に
報
告
を
行
うこ
と
に
つ
い
て
、当
該
労
働
者
に
対
し
十
分
な
説
明
を
行
うこ
と
。

　
ま
た
、労
働
者
名
簿
及
び
賃
金
台
帳
に
つ
い
て
は
、労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
で
あ
る
の
で
、労
働
者
名
簿
に
つ
い
て
は
労
働
者
の
退
職
等
の
日
か
ら
、賃
金

台
帳
に
つ
い
て
は
最
後
の
記
入
を
し
た
日
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
３
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
10
9
条
、規
則
第
56
条
）。
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参
考
資
料
 
2

年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

事
業
場
名
称
・
所
在
地

使
用
者
職
氏
名

期
間
の
定
め
な
し
、
期
間
の
定
め
あ
り
（
　
　
年
　
　
月
　
　
日
～
　
　
年
　
　
月
　
　
日
）

※
以
下
は
、「
契
約
期
間
」
に
つ
い
て
「
期
間
の
定
め
あ
り
」
と
し
た
場
合
に
記
入

１
　
契
約
の
更
新
の
有
無

　
　
・
自
動
的
に
更
新
す
る
　
・
更
新
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
　
・
契
約
の
更
新
は
し
な
い

　
　
・
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

２
　
契
約
の
更
新
は
次
に
よ
り
判
断
す
る
。

　
　
・
契
約
期
間
満
了
時
の
業
務
量
　
　
　
・
勤
務
成
績
、
態
度
　
　
　
　
・
能
力

　
　
・
会
社
の
経
営
状
況
　
・
従
事
し
て
い
る
業
務
の
進
捗
状
況

　
　
・
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

１
　
始
業
・
終
業
の
時
刻
等

（
1）
始
業
（
　
　
　
時
　
　
　
分
）　
　
終
業
（
　
　
　
時
　
　
　
分
）

【
以
下
の
よ
う
な
制
度
が
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
】

（
2）
変
形
労
働
時
間
制
等
；（
　
　
）
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
・
交
替
制
と
し
て
、
次
の
勤
務
時
間
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
る
。

始
業
（
　
　
時
　
　
分
） 
終
業
（
　
　
時
　
　
分
） 
（
適
用
日
　
　
　
　
　
）

始
業
（
　
　
時
　
　
分
） 
終
業
（
　
　
時
　
　
分
） 
（
適
用
日
　
　
　
　
　
）

始
業
（
　
　
時
　
　
分
） 
終
業
（
　
　
時
　
　
分
） 
（
適
用
日
　
　
　
　
　
）

（
3）
ﾌﾚ
ｯｸ
ｽﾀ
ｲﾑ
制
；
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
は
労
働
者
の
決
定
に
委
ね
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
た
だ
し
、ﾌ
ﾚｷ
ｼﾌ
ﾞﾙ
ﾀｲ
ﾑ（
始
業
）　
　
時
　
　
分
か
ら
　
　
時
　
　
分
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
終
業
）　
　
時
　
　
分
か
ら
　
　
時
　
　
分
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ｺ
ｱﾀ
ｲﾑ
　
　
　
　
　
　
時
　
　
分
か
ら
　
　
時
　
　
分
）

（
4）
事
業
場
外
み
な
し
労
働
時
間
制
；
始
業
（
　
　
時
　
　
分
）
終
業
（
　
　
時
　
　
分
）

（
5）
裁
量
労
働
制
；
始
業
（
　
　
時
　
　
分
） 
終
業
（
　
　
時
　
　
分
）
を
基
本
と
し
、
労
働
者
の
決

定
に
委
ね
る
。

○
詳
細
は
、
就
業
規
則
第
　
　
条
～
第
　
　
条
、
第
　
　
条
～
第
　
　
条
、
第
　
　
条
～
第
　
　
条

２
　
休
憩
時
間
（
　
　
　
）
分

３
　
所
定
時
間
外
労
働
の
有
無
（
　
有
　
，　
無
　
）

・
定
例
日
；
毎
週
　
　
曜
日
、
国
民
の
祝
日
、
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

・
非
定
例
日
；
週
・
月
当
た
り
　
　
日
、
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

・
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
の
場
合
－
年
間
　
　
日

○
詳
細
は
、
就
業
規
則
第
　
　
条
～
第
　
　
条
、
第
　
　
条
～
第
　
　
条

１
　
年
次
有
給
休
暇
　
６
か
月
継
続
勤
務
し
た
場
合
→
　
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
継
続
勤
務
６
か
月
以
内
の
年
次
有
給
休
暇
（
有
・
無
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
→
　
か
月
経
過
で
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
間
単
位
年
休
（
有
・
無
）

２
　
代
替
休
暇
（
有
・
無
）

３
　
そ
の
他
の
休
暇
　
有
給
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
給
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

○
詳
細
は
、
就
業
規
則
第
　
　
条
～
第
　
　
条
、
第
　
　
条
～
第
　
　
条

契
約
期
間

就
業
の
場
所

従
事
す
べ
き

業
務
の
内
容

始
業
、
終
業
の

時
刻
、
休
憩
時

間
、
就
業
時
転

換（
（
1）
～（
5）

の
う
ち
該
当
す

る
も
の
一
つ
に

○
を
付
け
る
こ

と
。）
、
所
定
時

間
外
労
働
の
有

無
に
関
す
る
事

項 休
　
　
　
日

休
　
　
　
暇

（
次
頁
に
続
く
）

労
働
条
件
通
知
書

（
一
般
労
働
者
用
；
常
用
、
有
期
雇
用
型
）
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賃
　
　
　
金

１
　
基
本
賃
金
　
イ
　
月
給
（
　
　
　
　
　
円
）、
ロ
　
日
給
（
　
　
　
　
　
円
）

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
時
間
給
（
　
　
　
　
　
円
）、

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
出
来
高
給
（
基
本
単
価
　
　
　
 円
、
保
障
給
 　
 　
円
）

　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
円
）

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
就
業
規
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
賃
金
等
級
等

２
　
諸
手
当
の
額
又
は
計
算
方
法

　
　
イ
（
　
　
　
手
当
　
　
　
　
円
　
／
計
算
方
法
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
ロ
（
　
　
　
手
当
　
　
　
　
円
　
／
計
算
方
法
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
ハ
（
　
　
　
手
当
　
　
　
　
円
　
／
計
算
方
法
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
ニ
（
　
　
　
手
当
　
　
　
　
円
　
／
計
算
方
法
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

３
　
所
定
時
間
外
、
休
日
又
は
深
夜
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
割
増
賃
金
率

　
　
イ
　
所
定
時
間
外
、
法
定
超
　
月
６
０
時
間
以
内
（
　
　
　
）
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
６
０
時
間
超
　（
　
　
　
）
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
定
超
　（
　
　
　
）
％

　
　
ロ
　
休
日
　
法
定
休
日
（
　
　
　
）
％
、
法
定
外
休
日
（
　
　
　
）
％

　
　
ハ
　
深
夜
（
　
　
　
）
％

４
　
賃
金
締
切
日
（
　
　
　
）－
毎
月
　
　
日
、（
　
　
　
）－
毎
月
　
　
日

５
　
賃
金
支
払
日
（
　
　
　
）－
毎
月
　
　
日
、（
　
　
　
）－
毎
月
　
　
日

６
　
賃
金
の
支
払
方
法
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

７
　
労
使
協
定
に
基
づ
く
賃
金
支
払
時
の
控
除
（
無
，
有
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
））

８
　
昇
給
（
時
期
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

９
　
賞
与
（
　
有
（
時
期
、
金
額
等
　
　
　
　
　
　
　
　
）　
，　
無
　
）

10
　
退
職
金
（
　
有
（
時
期
、
金
額
等
　
　
　
　
　
　
）　
，　
無
　
）

退
職
に
関
す
る

事
　
　
項

１
　
定
年
制
　（
　
有
　（
　
　
歳
）　
，　
無
　
）

２
　
継
続
雇
用
制
度
（
　
有
（
　
　
歳
ま
で
）　
，　
無
　
）

３
　
自
己
都
合
退
職
の
手
続
（
退
職
す
る
　
　
日
以
上
前
に
届
け
出
る
こ
と
）

４
　
解
雇
の
事
由
及
び
手
続

○
詳
細
は
、
就
業
規
則
第
　
　
条
～
第
　
　
条
、
第
　
　
条
～
第
　
　
条

そ
　
の
　
他

※
　
以
上
の
ほ
か
は
、
当
社
就
業
規
則
に
よ
る
。

※
　
労
働
条
件
通
知
書
に
つ
い
て
は
、
労
使
間
の
紛
争
の
未
然
防
止
の
た
め
、
保
存
し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

・
社
会
保
険
の
加
入
状
況
（
　
厚
生
年
金
　
健
康
保
険
　
厚
生
年
金
基
金
　
そ
の
他
（
　
　
　
　
））

・
雇
用
保
険
の
適
用
（
　
有
　
，　
無
　
）

・
そ
の
他

※
以
下
は
、「
契
約
期
間
」
に
つ
い
て
「
期
間
の
定
め
あ
り
」
と
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
説
明
で
す
。

　 　
労
働
契
約
法
第
18
条
の
規
定
に
よ
り
、
有
期
労
働
契
約
（
平
成
25
年
4月
1日
以
降
に
開
始
す
る
も

の
）
の
契
約
期
間
が
通
算
５
年
を
超
え
る
場
合
に
は
、
労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
ま
で
に
労
働
者
か

ら
申
込
み
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約
に
転
換
さ
れ
ま
す
。

介
護
労
働
者
の
身
体
的
負
担
の
軽
減
に
つ
な
が
る
機
器
を
導
入
し
た
場
合
に
、

奨
励
金
を
支
給
し
ま
す
。

＜
助
成
金
名
称
＞

　
平
成
24
年
度
･･
･･
･･
･･
･･
･･
介
護
労
働
環
境
向
上
奨
励
金

　
平
成
25
年
度（
予
定
）･
･･
中
小
企
業
労
働
環
境
向
上
助
成
金（
※
名
称
を
変
更
し
ま
す
。）

問
い
合
わ
せ
先
：
都
道
府
県
労
働
局
職
業
安
定
部
ま
た
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
。

介
護
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
へ
の
支
援
策
の
ご
案
内

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
（
こ
の
ペ
ー
ジ
に
関
す
る
も
の
は
除
く
。）
は
、

最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
、
都
道
府
県
労
働
局
労
働
基
準
部
に
お
願
い
し
ま
す
。

●
助
成
額
：
要
し
た
費
用
の
「
１
／
２
」（
上
限
30
0万
円
）

●
対
象
機
器
：「
移
動
用
リ
フ
ト
」、
「
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
」、
「
特
殊
浴
槽
」、

　
　
　
　
　
　「
車
い
す
体
重
計
」
な
ど

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
に
つ
い
て
相
談
す
る

（
財
）
介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
で
、
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
に
つ
い
て
の

相
談
を
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
：（
財
）
介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
各
支
部

ht
tp
:/
/w
w
w
.k
ai
go
-c
en
te
r.o
r.j
p/
sh
ib
u/
lis
t.h
tm
l

そ
の
ほ
か
の

介
護
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
へ
の
支
援
策
は

厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
相
談
内
容
：「
処
遇
改
善
」、
「
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
構
築
」、
「
効
果
的
研
修
の
実

施
」、
「
夜
間
勤
務
の
改
善
」
な
ど
、
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理

に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
　
介
護
労
働
支
援
ガ
イ
ド

（
25
. 3
）
 

「
介
護
福
祉
機
器
」
を
導
入
す
る
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最
低
賃
金
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
大
阪
労
働
局
ま
た
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
へ

大
阪
府 8
1
9

［
発
効
日
］ 平
成
25
年
10
月
18
日

円
か
ら

80
0

大
阪
府

円
ア
ッ
プ

19
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大
阪
市

東
大
阪
市

高
槻
市

豊
中
市
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http://taiki.kankyo.pref.osaka.jp/taikikanshi/   
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基本理念

基本方針

清流のせせらぎ、野原を渡るそよ風、木々のざわめき・・・・。
誰もの心にある、故郷の風景を彩る自然のささやきである。
　今、「環境」が大きく意識されている。しかし、豊かさに慣れた私たちは、
日常生活の便利さに漬かりきってしまい、どれだけ自然を傷め、環境に負
荷をかけているのか忘れてしまっている。
　本市は、大阪市の中心部からわずか 20㎞に位置するにもかかわらず、
市域の約３分の２が山地で占められ、ほぼ中央を大和川が流れるなど、大
阪府内でも有数の自然に恵まれた都市となっている。
　このかけがえのない環境を守り未来に伝えていくため、また、地球規模
での環境問題に対応するために、市役所の日常活動による環境負荷を可能
な限り抑えるとともに、地球に優しいライフスタイルの提言など、環境保
全活動を継続して展開するものである。
　緑と水にやすらぎ、心ふれあう魅力あるまちを目指して。

１　環境に配慮した市政を行うために、環境マネジメントシステムを構
　築し、継続的に環境改善活動に取り組みます。
２　環境問題意識の市民との共有を目指し、環境啓発活動を積極的に実
　施します。
３　本市が行う行政サービスから想定される、環境に影響を与える側面
　を認識し、環境に対して有益なものは促進し、汚染の原因となるもの
　は予防します。
４　環境マネジメントシステムの構築により、市職員の環境意識を向上
　させ、環境負荷の低い行政サービスを目指します。
５　この環境方針を達成するため、具体的な目的・目標を設定し、継続
　的に改善します。
６　環境関連の法規制及び本市が合意した内容について遵守します。
７　この環境方針を、市役所で働くすべての人に周知するとともに、広
　く一般に公開します。

平成２５年３月１１日　柏原市長　中野隆司
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